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◆ファストフード店で購入したハンバーガーに軽減税率が
適用されるか否か。軽減税率導入済みの欧州諸国でも議論
があったこの論点が、税制改正法案の国会審議でも問題と
なっている。◆国会審議の場で佐藤主税局長は、軽減税率
の適用がある否かは事業者が販売時に判断すると回答。購

入客が持ち帰ると言えば「8%」、店内で食べると言えば「10%」と
なるわけだ。◆もっとも、持ち帰りで購入した後に店内で飲食する
購入客がいないとは限らない。同じ商品で2つの価格が生じるため
レジで混乱が起きる可能性もあるだろう。軽減税率導入まで1年余
りとなるなか、事業者の悩みは尽きることがなさそうだ。 （SAK）
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今 週 の 専 門 用 語

恒久的施設帰属所得

包括遺贈
　被相続人が遺言によって遺産の全部または一定の割合（たとえば遺産の２分の１な
ど）を指定して、その指定した遺産を無償で他人に与える行為のことを包括遺贈とい
う（民法964条）。包括遺贈により遺産を取得した者（包括受遺者）は、法定相続
人と同一の権利および義務を有するが（民法990条）、法定相続人とは異なり、代
襲相続制度や遺留分は認められていない。なお、包括遺贈は、相続人以外の者だけで
なく、法人に対しても行うことができる。

法的論点に関する解釈指針
　日本企業のガバナンス改革が本格化する中で、経産省のコーポレート・ガバナンス・
システムの在り方に関する研究会がまとめた会社法の解釈指針。取締役会への上程事
項の範囲を限定したり、株式の発行に際し「払込み」を前提とする日本の会社法上は
支給できないとされていた株式報酬を支給できるスキームを提示したりするなど、ガ
バナンス改革を行う上でネックとなっていた会社法上の問題点をクリアにしている。
この解釈指針の内容は法務省も承知しているとされ、事実上の公式見解と言える。

　恒久的施設帰属所得とは、外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合におい
て、その恒久的施設がその外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたなら
ば、その恒久的施設が果たす機能、その恒久的施設において使用する資産、その恒久
的施設とその外国法人の本店等（外国法人の本店、支店等で、恒久的施設以外のも
の）との間の内部取引その他の状況を勘案して、その恒久的施設に帰せられるべき一
定の所得のこと。平成28年４月１日以後開始する事業年度から国内源泉所得となる。
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